
Change,Challenge,Chance 1

コンピュータチェック対象:特定疾患処方管理加算

コンピュータチェック事例コード

コンピュータチェック根拠

48SJ100113013 その他 9事例グループ化

診療所又は許可病床数が２００床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の
患者（別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。）に対して薬剤の処方期間が２８日
以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月１回に限り、１処方につき所定点数に
加算するとされています。

特定疾患に該当しない疾患に対して医薬品が28日以上処方され、特定疾患処方管理加算（処方
料）又は特定疾患処方管理加算（処方箋料）が算定された場合にチェックを実施。

コンピュータチェック内容

医科
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コンピュータチェック対象:特定疾患処方管理加算

１ 棒グラフ(該当レセプトの審査結果)
コンピュータチェックの対象となる診療行為(医薬品、特定器材)のうち、いずれかを算定している
目視対象レセプト１万件当たり、当該コンピュータチェックの内容に該当したレセプト件数

グラフの見方

２ 折れ線グラフ(該当レセプトの査定・返戻割合)
コンピュータチェックの対象となった項目が
査定・返戻となった割合

査定 返戻 ：設定根拠どおり

請求どおり
審査委員

請求どおり
職員 ：検証が必要

【棒グラフ凡例】審査の結果

審査結果の概要

全国の査定・返戻割合 89.29%
検証対象都道府県 44

医科

検証観点 都道府県※ 備考

査定・返戻割合が低い 富山、福井、岩手、石川、佐賀、和歌山、滋賀、愛媛、奈良、長崎、北海道、鳥取、新潟、福岡、青森、秋田 査定・返戻割合の低い順

請求どおり・職員 富山、福井、佐賀、滋賀、岩手、奈良、和歌山、福岡、栃木、鳥取、愛知、島根、新潟、長崎、石川、徳島 対象１万件当たり件数の多い順

請求どおり・審査委員 岩手、群馬、岡山、青森、山口、長野、広島、長崎、徳島、三重、島根、新潟、熊本、石川、岐阜、奈良 〃

※検証対象都道府県が16を超えたため、16都道府県を限度に表記している

該当件数（全国） 当該コンピュータチェックの内容に該当 56,896件

設定根拠どおりの審査 査定・返戻の計 50,803件

検証を必要とする審査 請求どおり 6,093件
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コンピュータチェック対象:特定疾患処方管理加算

【該当件数】 当該コンピュータチェックの内容に該当したレセプト件数

該当件数 1,380 293 264 791 257 354 592 1,178 781 827 3,050 2,598 12,295 5,991 412 279 222 160 321 459 615 1,358 3,057 706 502 1,493 5,453 2,765 480 469 140 185 550 1,106 416 319 263 304 147 1,908 231 333 453 320 288 266 265 56,896

請求どおり件数 287 53 75 94 46 45 35 37 117 113 197 120 669 249 76 127 55 65 11 65 86 141 483 111 114 104 680 485 103 109 27 31 89 109 63 53 42 66 23 348 54 71 42 48 28 23 24 6,093

2025年2月 ～ 2025年4月審査分
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